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議案第  号 

 

令 和 ２ 年 度 川 西 市 一 般 会 計 予 算  

 
 

 令和２年度川西市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 55,900,000 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」 

  による。 

（継続費） 

第２条 地方自治法第２１２条第１項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、

「第２表 継続費」による。 

（債務負担行為） 

第３条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事

  項、期間及び限度額は、「第３表 債務負担行為」による。 

（地方債） 

第４条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の

  目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第４表 地方債」による。 

（一時借入金） 

第５条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

   10,000,000 千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第６条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金

  額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

  各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（会計年度任用職員にかかる給料、職

員手当等及び共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内

でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

令和２年２月１９日提出 

川 西 市 長       越 田 謙 治 郎   
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第２表　継　続　費

款 項 総額 年度 年割額

令和2年度 263,655

令和3年度 167,745

令和2年度 54,280

令和3年度 95,920

令和2年度 100,000

令和3年度 563,238

第３表　債 務 負 担 行 為

旧川西高校跡地グラウンド整備
事業に係る工事監理業務委託

令和3年度

431,400

02　総務費

（仮称）中学校給食センター整
備・運営ＰＦＩ事業

令和3年度～19年度

（仮称）中学校給食センター整備・運営
ＰＦＩ事業契約に係る7,046,661千円
に、金利変動、物価変動及び税制度の変
更に伴って市が負担する費用を加算した
額

川西市土地開発公社事業資金に
係る債務保証

令和2年度に川西市土地開発公社が融資を受ける事業資金について、令和2年度
以降債務が消滅するまでの間、1,130,230千円に利子相当額を加えた額の範囲
内で債務を保証するものとする。

路線バス運行事業

 （単位：千円）

事業名

03　民生費 03　児童福祉費
認定こども園整備事業
（（仮称）市立川西北こども園整備）

663,238

01　総務管理費
庁舎維持管理事業
（本庁舎外壁等改修及び1階市民ホール
天井等非構造部材落下防止対策工事）

01　総務管理費
芸術文化施設維持管理事業
（みつなかホール天井等非構造部材落
下防止対策工事）

150,200

02　総務費

7,486千円

令和2年度に川西都市開発株式会社が借り入れる事業運営資金について、令和2
年度以降債務が消滅するまでの間、融資機関に損失が生じた場合、500,000千
円に利子相当額を加えた額の範囲内で補償するものとする。

事　　　　項 期　　　　　間 限　度　額

納税通知書等の封入等に係る経費

阪急バス株式会社が行う平野駅から多田グリーンハイツ内・市立川西病院・山
下駅経由、大和地域間に至るバス運行について、令和2年度（下半期）におけ
る運行に伴う収入が経費に満たない場合は、当該差額を限度額として補助する
ものとする。

川西都市開発株式会社事業運営
資金に係る損失補償

　令和3年度 8,979千円
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第４表　地　方　債

（単位：千円）

起債の目的 限度額 起債の方法 利　率 償　還　の　方　法

み つ な か ホ ー ル 天 井 等
耐 震 改 修 事 業 費

54,200

（ 仮 称 ） 東 谷 多 目 的 広 場
整 備 事 業 費

72,000

旧 川 西 高 校 跡 地 グ ラ ウ ン ド
整 備 事 業 費

25,500

総 合 体 育 館 LED 化 事 業 費 50,000

旧 消 防 本 部 解 体 事 業 費 82,800

本 庁 舎 外 壁 等 改 修 事 業 費 263,600

社会福祉施設設備改修事業費 13,300

（仮称）市立川 西北 こど も園
整 備 事 業 費

93,200

川 西 さ く ら 園 改 修 事 業 費 8,000

水 道 事 業 会 計 出 資 債 45,100

清 掃 車 両 購 入 事 業 費 5,000

清 掃 事 務 所 整 備 事 業 費 100,200

公 園 設 備 整 備 事 業 費 27,300

急 傾 斜 地 対 策 事 業 費 5,000

地 方 道 路 等 整 備 事 業 費 396,500

豊 川 橋 山 手 線 整 備 事 業 費 395,700

橋 り ょ う 長 寿 命 化 事 業 費 155,100

花 屋 敷 団 地 建 替 事 業 費 625,100

普通貸借
又は

証券発行

　５．０％
　以　内
(ただし､利率
見直し方式で
借り入れる政
府資金及び地
方公共団体金
融機構資金に
ついて、利率
の 見 直 し を
行った後にお
いては当該見
直 し 後 の 利
率)

借入れの日から３
０年以内（５年以
内 の 据 置 き を 含
む。）に半年賦元
利均等その他の方
法により償還。た
だし、財政の都合
により繰上償還を
なし、償還年限を
短縮し、又は低利
債に借り換えをな
すことができるも
のとし、借入先の
定める融通条件が
あるときは同条件
に従うことができ
る。

− 10 −



（単位：千円）

起債の目的 限度額 起債の方法 利　率 償　還　の　方　法

消 防 設 備 整 備 事 業 費 289,400

小 中 学 校 施 設 改 修 事 業 費 18,800

養 護 学 校 ト イ レ 改 修 事 業 費 12,800

学 校 施 設 長 寿 命 化 ・ 大 規 模
改 修 事 業 費

38,000

最 終 処 分 場 災 害 復 旧 事 業 費 1,700

借 換 債 1,127,600

臨 時 財 政 対 策 債 2,004,520

計 5,910,420

　５．０％
　以　内
(ただし､利率
見直し方式で
借り入れる政
府資金及び地
方公共団体金
融機構資金に
ついて、利率
の 見 直 し を
行った後にお
いては当該見
直 し 後 の 利
率)

借入れの日から３
０年以内（５年以
内 の 据 置 き を 含
む。）に半年賦元
利均等その他の方
法により償還。た
だし、財政の都合
により繰上償還を
なし、償還年限を
短縮し、又は低利
債に借り換えをな
すことができるも
のとし、借入先の
定める融通条件が
あるときは同条件
に従うことができ
る。

普通貸借
又は

証券発行

第４表　地　方　債

（単位：千円）

起債の目的 限度額 起債の方法 利　率 償　還　の　方　法

み つ な か ホ ー ル 天 井 等
耐 震 改 修 事 業 費

54,200

（ 仮 称 ） 東 谷 多 目 的 広 場
整 備 事 業 費

72,000

旧 川 西 高 校 跡 地 グ ラ ウ ン ド
整 備 事 業 費

25,500

総 合 体 育 館 LED 化 事 業 費 50,000

旧 消 防 本 部 解 体 事 業 費 82,800

本 庁 舎 外 壁 等 改 修 事 業 費 263,600

社会福祉施設設備改修事業費 13,300

（仮称）市立川西北こども園
整 備 事 業 費

93,200

川 西 さ く ら 園 改 修 事 業 費 8,000

水 道 事 業 会 計 出 資 債 45,100

清 掃 車 両 購 入 事 業 費 5,000

清 掃 事 務 所 整 備 事 業 費 100,200

公 園 設 備 整 備 事 業 費 27,300

急 傾 斜 地 対 策 事 業 費 5,000

地 方 道 路 等 整 備 事 業 費 396,500

豊 川 橋 山 手 線 整 備 事 業 費 395,700

橋 り ょ う 長 寿 命 化 事 業 費 155,100

花 屋 敷 団 地 建 替 事 業 費 625,100

普通貸借
又は

証券発行

　５．０％
　以　内
(ただし､利率
見直し方式で
借り入れる政
府資金及び地
方公共団体金
融機構資金に
ついて、利率
の 見 直 し を
行った後にお
いては当該見
直 し 後 の 利
率)

借入れの日から３
０年以内（５年以
内 の 据 置 き を 含
む。）に半年賦元
利均等その他の方
法により償還。た
だし、財政の都合
により繰上償還を
なし、償還年限を
短縮し、又は低利
債に借り換えをな
すことができるも
のとし、借入先の
定める融通条件が
あるときは同条件
に従うことができ
る。
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議案第  号 

 

令 和 ２ 年 度 川 西 市 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算  

 

 令和２年度川西市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 15,172,345 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

 による。 

（歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金

 額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（会計年度任用職員にかかる給料、

職員手当等及び共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一

款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 (2) 保険給付費の各項に計上した保険給付費に係る予算額に過不足を生じた場合にお

  ける同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用               

                                       

    

 

令和２年２月１９日提出 

 

 

 

川 西 市 長       越 田 謙 治 郎   
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川西市後期高齢者医療事業特別会計                                 
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議案第  号 

 

令 和 ２ 年 度 川 西 市 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 予 算  

 

 令和２年度川西市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3,420,941 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

  による。 

 

 

令和２年２月１９日提出 

 

 

                      川 西 市 長       越 田 謙 治 郎   
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川 西 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計                                 
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議案第  号 

 

令 和 ２ 年 度 川 西 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算  

 

 令和２年度川西市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 13,621,931 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

 による。 

（歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金

 額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

   各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（会計年度任用職員にかかる給料、職

員手当等及び共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内

でのこれらの経費の各項の間の流用 

  

                                        

 

令和２年２月１９日提出 

 

 

 

川 西 市 長       越 田 謙 治 郎   
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川 西 市 用 地 先 行 取 得 事 業 特 別 会 計                                 

− 33 −− 33 −





議案第  号 

 

令 和 ２ 年 度 川 西 市 用 地 先 行 取 得 事 業 特 別 会 計 予 算  

 

 令和２年度川西市の用地先行取得事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 758,127 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

  による。 

（地方債） 

第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 

                                        

 

令和２年２月１９日提出 

 

 

川 西 市 長       越 田 謙 治 郎   
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第２表　地方債　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（単位：千円）

起債の目的 限度額 起債の方法 利　率 償 還 の 方 法

道 路 等 用 地
先 行 取 得 事 業 費

355,300
普通貸借

又は
証券発行

　５．０％
　以　　内

借入れの日から３０年以内
（５年以内の据置きを含
む。）に半年賦元利均等そ
の他の方法により償還。た
だし、財政の都合により繰
上償還をなし、償還年限を
短縮し、又は低利債に借り
換えをなすことができるも
のとし、借入先の定める融
通条件があるときは同条件
に従うことができる。

計 355,300
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川西市中央北地区土地区画整理事業特別会計                                   
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議案第  号 

 

令 和 ２ 年 度 川 西 市 中 央 北 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計 予 算  

 

 令和２年度川西市の中央北地区土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,112,205 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

  による。 

（地方債） 

第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 

（歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金

  額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

  各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（会計年度任用職員にかかる給料、職

員手当等及び共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内

でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

 

令和２年２月１９日提出 

 

 

                      川 西 市 長       越 田 謙 治 郎    
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第２表　地方債　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（単位：千円）

起債の目的 限度額 起債の方法 利　率 償 還 の 方 法

借 換 債 152,700
普通貸借

又は
証券発行

 　 　５．０％
　　  以 　内
(ただし､利率見直し
方式で借り入れる政
府資金及び地方公共
団体金融機構資金に
ついて、利率の見直
しを行った後におい
ては当該見直し後の
利率)

借入れの日から３０年以
内（５年以内の据置きを
含む。）に半年賦元利均
等その他の方法により償
還。ただし、財政の都合
により繰上償還をなし、
償還年限を短縮し、又は
低利債に借り換えをなす
ことができるものとし、
借入先の定める融通条件
があるときは同条件に従
うことができる。

計 152,700
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この冊子は、240 部作成し、1部当たりの単価は約 114 円です。 




